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会
員
の
皆
様
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

新
し
い
年
を
迎
え
、
皆
様
と
ご
家
族
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

二
〇
二
五
年
の
世
界
経
済
は
、
依
然
と
し
て
不
確
実
性
の
高
い
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
国
際
情
勢
の
緊
張
や

資
源
価
格
の
変
動
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
再
編
な
ど
、
企
業
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
は
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
環
境
の
中
で
、
各
国
は
持
続
可
能
な
成
長
モ
デ
ル
の
構
築
を
目
指
し
、
経
済
政
策
や
技

術
投
資
を
加
速
さ
せ
て
い
ま
す
。 

日
本
に
お
い
て
も
、
物
価
と
賃
金
の
バ
ラ
ン
ス
調
整
、
円
安
に
よ
る
輸
出
入
へ
の
影
響
、
そ
し
て
人
手
不
足

の
深
刻
化
な
ど
、
経
営
判
断
に
直
結
す
る
課
題
が
一
段
と
明
確
に
な
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
普
及

や
Ｄ
Ｘ
推
進
の
動
き
が
社
会
全
体
で
加
速
し
、
中
小
企
業
に
お
い
て
も
「
効
率
化
」
と
「
働
き
方
の
再
設
計
」

が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

昨
年
も
気
候
変
動
の
影
響
が
各
地
で
現
れ
、
防
災
・
減
災
や
環
境
対
応
は
も
は
や
避
け
て
通
れ
な
い
経
営
課

題
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。
持
続
可
能
な
事
業
運
営
を
実
現
す
る
た
め
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
将
来
を
見
据
え

た
備
え
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
変
化
の
大
き
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
当
組
合
は
組
合
員
の
皆
様
と
と
も
に
、
確
か
な
情
報
と
的

確
な
支
援
を
提
供
で
き
る
存
在
で
あ
り
続
け
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
税
務
、
労
務
、
経
営
支
援
を
は
じ
め
、

事
業
の
継
続
と
発
展
を
支
え
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を
、
よ
り
一
層
強
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

新
し
い
年
の
始
ま
り
に
あ
た
り
、
当
組
合
の
取
り
組
み
に
対
す
る
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
が
皆
様
の
事
業
に
と
っ
て
、
成
長
と
飛
躍
の
一
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 

新
し
い
年
を
歩
み
始
め
る
に
あ
た
り
、
当
組
合
が
引
き
続
き
皆
様
の
お
力
に
な
れ
る
よ
う
、
そ
し
て
共
に
成

長
し
て
い
け
る
よ
う
、
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

最
後
に
、
皆
様
に
と
っ
て
本
年
が
健
康
と
発
展
に
満
ち
た
一
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。 本

年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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令
和
７
年
１１
月
20
日
（木
）午
後
６
時
よ
り
協
同
組
合
大
阪
中
小
企
業
経
営
セ
ン
タ
ー
の
第
34
回
定
期
総
会
を
、
南
海
グ
リ

ル 

東
店
に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

第
34
回
定
期
総
会
は
「宴
の
間
」に
お
い
て
司
会
者
の
南
政
幸
理
事
よ
り
、
本
日
御
参
加
い
た
だ
い
た
組
合
員
の
皆
様
へ
お
礼
の

挨
拶
を
述
べ
、
本
総
会
は
有
効
に
成
立
し
て
い
る
旨
を
宣
言
し
ま
し
た
。 

議
長
に
は
本
田
浩
基
理
事
長
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。 

議
事
日
程
に
従
い
、
ま
ず
第
１
号
議
案
「令
和
７
年
度
活
動
報
告
」及
び
第
２
号
議
案
「令
和
７
年
度
会
計
報
告
・剰
余
金
処
分

（案
）及
び
監
査
報
告
」
を
一
括
議
題
と
し
て
審
議
し
、
満
場
一
致
に
よ
り
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
第
３
号
議
案
「令
和
８
年
度
活
動
方
針
案
」及
び
第
４
号
議
案
「令
和
８
年
度
予
算
案
」
の
２
案
を
一
括
議
題
と
し
て
審

議
し
、
満
場
一
致
に
よ
り
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

最
後
に
司
会
者
よ
り
組
合
員
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
無
事
総
会
が
終
了
し
た
旨
の
お
御
礼
を
述
べ
ま
し
た
。 

 

第
２
部
の
懇
親
会
も
総
会
に
引
き
続
き
「
宴
の
間
」に
て
、
事
務
局
の
津
村
剛
の
司
会

進
行
に
よ
る
開
会
の
言
葉
で
始
ま
り
、
ま
ず
始
め
に
本
田
浩
基
理
事
長
よ
り
本
日
の
御

礼
と
挨
拶
を
述
べ
ま
し
た
。 

続
い
て
ご
来
賓
を
代
表
し
て
森
山
浩
行
衆
議
院
議
員
の
代
理
の
森
山
百
恵
様
よ
り
ご

祝
辞
を
頂
戴
し
ま
し
た
。 

そ
の
他
ご
臨
席
賜
り
ま
し
た
ご
来
賓
の
皆
様
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
祝
電
も
ご

披
露
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
大
阪
府
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の
三
宅
泰
太
郎
様
に
よ
る
乾
杯
の
ご
発
声

を
賜
り
ま
し
た
。 

終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
、
開
催
さ
せ
て
頂
い
た
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
も
盛
り
上
が
り
、

第
34
回
定
期
総
会
並
び
に
懇
親
会
は
盛
会
裏
に
無
事
終
了
し
ま
し
た
。 



子ども・子育て支援金とは？ 
2024年 6月 5日、「改正子ども・子育て支援法」が成立しました。子育て世帯への経済的支援を

拡充するために、2026年度から新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。子ども・

子育て支援金の目的や負担額の目安などをご案内します。 

 

子ども・子育て支援金はいくら？ 

子ども・子育て支援金制度とは、こども未来戦略（2023年 12月策定）の「加速化プラン」における

少子化対策を強化するために、全世代・全経済主体で子育て世帯を支えるための新しい仕組みです。 

こども未来戦略に盛り込まれた施策のうち、児童手当の抜本的拡充などは加速化プランとして、

できる限り前倒しで実施されます。この加速化プランの財源を確保するために、今回の法改正で

子ども・子育て支援金の徴収が決まりました。予算規模 3.6 兆円のうち、子ども・子育て支援金

で 1兆円をまかなう計画です。 

 

子ども・子育て支援金はいくら？いつから払う？ 

子ども・子育て支援金の支払いは、2026年度からスタートします。 

こども家庭庁の試算によれば、支援納付金の総額は初年度が約 6,000億円、2027年度が約 8,000

億円、2028年度が約 1兆円です。 

子ども・子育て支援金は、被保険者が加入する医療保険（健康保険、国民健康保険など）の保険料に上乗

せするかたちで負担します。こども家庭庁によると一人あたりの支援納付金の目安は以下のとおりです。 

＜子ども・子育て支援金の負担額（月額）＞ 

 

2026年度 2027年度 2028年度 

加入者 

一人あたり 

被保険者 

一人あたり 

加入者 

一人あたり 

被保険者 

一人あたり 

加入者 

一人あたり 

被保険者 

一人あたり 

全制度平均 250 円 350 円 450 円 

被用者保険（会社

員、公務員） 
300 円 450 円 400 円 600 円 500 円 800 円 

国民健康保険（自

営業者） 
250 円 350 円（*） 300 円 450 円（*） 400 円 600 円（*） 

後期高齢者医療

制度（75 歳以上の

高齢者） 

200 円 250 円 350 円 

(*)国民健康保険は 1世帯あたり 

 

・全制度平均は月額 250～450円で、年間 3,000～5,400円の負担増となる見込みです。 

 

・扶養されている加入者（子どもなど）は保険料を支払わないため、保険料を支払わない加入者を除

外した「被保険者一人あたり」の保険料は、「加入者一人あたり」の保険料とは異なります。 

労務 



会社員や公務員は、加入する医療保険によって子ども・子育て支援金の負担額が異なります。こ

ども家庭庁によると、目安として次の金額が示されています。 

＜被用者保険の負担額の目安（月額） 

 

2026年度 2027年度 2028年度 

加入者 

一人あたり 

被保険者 

一人あたり 

加入者 

一人あたり 

被保険者 

一人あたり 

加入者 

一人あたり 

被保険者 

一人あたり 

協会けんぽ 

（中小企業） 
250円 400円 350円 550円 450円 700円 

健保組合 

（大企業） 
300円 500円 400円 700円 500円 850円 

共済組合 

（公務員） 
350円 550円 450円 750円 600円 950円 

 

主に中小企業が加入する協会けんぽに比べると大企業が加入する保険組合は金額が高い傾向です。

公務員が加入する共済組合は 3つの保険の中で最も高くなっています。 

また、子ども・子育て支援金の納付額は年収によって変動します。こども家庭庁によると、年収

別の負担額の目安は以下のとおりです。 

＜2028年度の年収別の負担額（月額）＞ 

年収 会社員・公務員 自営業者 

200万円 350円 250円 

400万円 650円 550円 

600万円 1,000円 800円 

800万円 1,350円 1,100円 

1,000万円 1,650円 -（未公表） 

 

子ども・子育て支援法の改正の目的は 

今回の子ども・子育て支援法の改正は、こども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を着

実に実行することが目的です。 

内容は主に次の 3つに分けられます。 

 ※ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 

 ※すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充 

 ※共働き・共育ての推進 

 

これら 3つの子育て政策を実施すると同時に、給付等の財政基盤を確保するために「子ども・子育て

支援金制度」が創設されることになりました。 

こども未来戦略では、少子化は日本が直面する最大の危機であり、急速な少子化・人口減少に歯止め

をかけないと現在の経済・社会システムの維持が難しくなると指摘しています。若者・子育て世帯の

所得をふやすこと、すべての子どもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく

ことなどを基本理念として掲げており、少子化対策としてさまざまな施策が盛り込まれています。 



令和８年度税制改正（案）
 

 

 

 

 

税 務 

 

～はじめに～ 

 自民党・維新の会による令和８年度税制改正大綱が１２月１９日に決定されました。
今回はその改正内容について一部掲載していきます。 

 

～所得税の基礎控除等の対応～ 
 

●基礎控除 

 

 合計所得金額が 2,350万円以下である個人の控除額が 4万円引き上げられます。 

 

●給与所得控除 

 

給与所得控除の最低保障額が 69万円に引き上げられます。 

 

～食事支給に係る非課税限度額の引き上げ～ 
 

●所得税非課税制度の非課税限度額を現行の 3,500円から 7,500円への引き上げ 

 

 ※役員や使用人が食事金額総額の５０％以上を負担している及び全員が対象である 

   必要があります。 

 

●深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税が非課税 

 とされる１回の支給額を３００円から６５０円へ引き上げ 

 

 

～中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入措置の延長等～ 

 

 適用期限が令和８年３月３１日から令和１１年３月３１日まで３年間延長され取得価
額も３０万円未満から４０万円未満に引き上げられます。 

 

 

～新生命保険料に係る適用限度額の特例の延長～ 

  

令和８年分の所得税にのみ適用される時限措置の一年間延長 

 

※令和７年の税制改正において、２３歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料（一
般）の所得税における保険料等控除において、現行の４万円から６万円へ保険料控除を
引き上げる特例です。 

 

※一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の合計限度額の１２万に変更はなし 

 



～セルフメディケーション税制の特例措置の拡充～ 
 

 本特例のうちスイッチ OTC 医薬品の購入の対価に係る部分はその適用期限を撤
廃するとともに、それ以外の医薬品の購入の対価に係る部分の適用期限が５年間延
長されます。 

 またその他の一般医薬品等について対象範囲が拡大されるとともに、効果が低いとさ
れる医薬品は除外されます。 

 

 

～インボイス制度の見直し～ 
 

●２割特例の期間終了後、新たに個人事業者における３割特例の経過措置の創設 

 

 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和９年及び１０年に含まれる各課税期間
（免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出し
たことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる期間に限る。）について
は、消費税納付税額を売上高の消費税額の３割とすることが出来ることとなります。 

 

●適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過 

措置の創設 

 

 仕入税額控除の控除可能割合について、令和８年１０月１日～令和１１年９月３０日
の期間において、現行の５０％から７０％に引き上げられます。 

また、令和１０年１０月１日～令和１２年９月３０日までの期間は５０％、令和１２年
１０月１日～令和１３年９月３０日までの期間は３０％となっています。 

 

 

～その他～ 
 

●非課税口座の口座開設可能年齢の年齢制限の撤廃 

 

●住宅ローン控除の適用期限の５年間延長 

 

●通勤手当の引き上げ（片道６５㎞以上について） 

 

●自動車関係諸税の見直し 

 

●社債の利子の総合課税条件の強化・・・・・・・・・etc 

 

 

 

 

 

 税制改正案ですので、まずは抜粋して簡便にご紹介させて頂きました。今後、法案が
通りましたら、次回以降の会報でご説明していきたいと思います。 

 

 

 



 

会
員
の
皆
様
に
ご
好
評
を
頂
い
て
お
り
ま
す
当
経

営
セ
ン
タ
ー
の
無
料
法
律
相
談
は
、
毎
月
第
１
木
曜
日

（
午
後
５
時
よ
り
）、
担
当
弁
護
士
は
当
経
営
セ
ン
タ

ー
の
顧
問
弁
護
士
の
井
上
健
策
先
生
で
す
。 

 

日
程
は
左
記
の
通
り
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

ご
利
用
の
際
に
は
、
２
日
前
ま
で
に
予
約
が
必
要
で

す
の
で
、
お
気
軽
に
事
務
局
ま
で
お
電
話
頂
き
ま
す
よ

う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

※
１
月
は
第
３
木
曜
日
と
な
り
ま
す
。 

※
２
月
は
第
２
木
曜
日
と
な
り
ま
す
。 

引き続き募集しております
建設業一人親方の皆様へ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

当組合は建設業に従事する一人親方を募集しております。特別加

入に加入すると仕事中や通勤途中の傷病については治療に要した

費用が支給されたり、休業補償（休業４日目以降）や障害年金等の

給付が受けられます。安心して働いていただく為にも是非ご加入の検

討を宜しくお願い致します。 

 尚、保険料や保険給付の内容等につきまして、詳細をお尋ねの方
や、労働保険に関するご相談がありましたらお気軽に当経営センタ
ーまでお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 

法律相談日 

１月１５日（木） 

２月１２日（木） 

３月 ５日（木） 

４月 ２日（木） 

無

料
法

律相

談

  上記９日間年末年始休暇のため休業いたします。尚、休暇中お急ぎの方は、留守番電話に

「貴社名・用件・電話番号」を録音して頂きましたら後ほど担当者よりご連絡させて頂きます。 


